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このたび英国法人が取得する国外配当の免税及び関連者に対す

る支払利息の損金性の制限に関する新しい制度が英国の大蔵大

臣より発表されました。以下ではその概要についてご報告致し

ます。 
james.maclachlan@bakernet.com  
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大蔵大臣アリスター・ダーリンは、Pre-Budget Reportとして、 

英国政府が2009年財政法において次のような税制改正を行うこ

とを発表した。 john.fairley@bakernet.com 
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• 一部の例外を除き、英国法人が取得する国外配当所得（

子会社及びポートフォリオ投資）を完全に免税とするこ

と 

• 英国法人が支払った支払利息について、グループ連結で

の資金調達コストに連動した全世界ベースで損金算入を

制限すること 

また、大蔵大臣は、現行のタックスヘイブン対策税制の大規模

な改正を2011年以降に行うことも発表している。なお、英国政

府は、その他の歓迎すべき改正案として、大規模取引に適用さ

れる四半期ごとの報告義務に関する財務省承認を廃止すること

も発表している（これらは外国信託及び外国パートナーシップ

についても適用される見込みである）。 

なお、これら国外配当所得の免税、全世界ベースでのグループ

間利子損金性制限及び新しい四半期報告制度に関する具体的な

法案は2008年12月に発表される予定である。 
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この件に関する詳細な情報につきましてはどうぞご遠慮なく左記

までお問い合わせください。 

John Fairley 及びJames MacLachlan は広範に渡って国際商工会議所 

及びThe 100 Group（英国大企業のCFOが参加する団体） 

と協力し、英国歳入関税庁及び英国財務省のプロポーザルに助言

を与えています。 
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